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財団法人 資産評価システム研究センターは、適切な地域政策の樹立に資するため、

地域の資産の状況及びその評価の方法に関する調査研究等の事業を実施することを目的

として設立されました。

当評価センターにおける調査研究は、資産評価の基礎理論及び地方公共団体等におけ

る資産評価技法の両面にわたって、毎年度、学識経験者及び自治省並びに地方公共団体

等の関係者をもって構成する資産評価システム、土地、家屋及び償却資産の各部門ごと

の研究委員会において行われ、その成果は、会員である地方公共団体及び関係団体等に

調査研究報告書 として配布 し、活用されているところであります。

本年度の資産評価 システム研究委員会の調査研究テーマは、 「土地評価の合理的手法

に関する調査研究」といた しました。

本書は、土地(宅 地)評 価の合理的な手法を調査 し、路線価の付設のシステム化を中

心とした評価システムの構築に向けての調査研究を行ったものです。

この程、その調査研究の成果をとりまとめ、ここに、公表する運びとなりましたが、

この機会に、熱心にご研究、ご審議をいただきまし
,た委員及び専門員並びに実地調査に

当たり、種々ご協力を賜 りました地方公共団体の関係者各位に対 し、心か ら感謝申し上

げます。

なお、当評価センターは、今後 とも、所期の目的にそって、事業内容の充実及び地方

公共団体等に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、地方公共団体をはじ

め関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご援助をお願い申 し上げます。

最後に、こあ調査研究事業は、(日 本船舶振興会の補助金の交付を受けて実施 したも

のであり、改めて深 く感謝の意を表するものであります。
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理 事 長 渡 辺 功



研 究 組 織

資産評価システム研究委員会

委員長 吉住 俊彦

委 員 本城 邦夫

尾澤 詳憲

加賀 裕

長谷川宏之

林 克 己

瀧野 欣彌

堤 新二郎

宮田 勝美

池口 篤寿

専門員 永嶋 美男

猪山 三郎

石塚 輝夫

浜本三千夫

薄井 達雄

渡辺 豊

㈱ 日本宝 くじシステム研究所 専務取締役

東京都主税局資産税部長

横浜市企画財政局主税部長

前(社)日本地下鉄協会 常務理事

(財)日本不動産研究所 システム開発部次長

(財)地方自治情報セ ンター 情報調査部次長

自治省税務局府県税課長

自治省税務局固定資産税課長

自治省税務局資産評価室長

(財)資産評価システム研究セ ンター 企画情報部長

東京都主税局資産税部固定資産評価課課長補佐

(兼)土 地係長

横浜市企画財政局主税部固定資産税課土地係長

(財)日本不動産研究所 システム開発部主任研究員

(財)地方自治情報センター 教育研修部教育研修

第一課参事

自治省税務局資産評価室土地第一係長

(兼)土 地第二係長(兼)調 査係長

(財)資産評価 システム研究センター 主任研究員

なお、本城邦夫委員 ・尾澤詳憲委 員及 び池 口篤寿委員は、

途中辞任された鈴木歳彦委員 ・中村知夫委員 ・川崎 渉委員

のそれぞれの後任として委嘱されました。



調査研究の目的等

1目 的

2検 討項目

3調 査研究事項

調査研究結果の概要

1背 景

(1)固 定資産税における土地評価の均衡化 ・適正化

(2)土 地評価事務の システム化の要請

2具 体的検討

(1)標 準宅地の評定

(2)路 線価の付設

(3)他 の公的土地評価との調整

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

4

5

6

7

7

12

27

27

33

も く じ

(4)画 地計算法による各筆の評点数の付設

3土 地評価事務のシステム化

(1)宅 地評価の しくみ

(2)実 務的な宅地の評価手順及びそのシステム化

Ⅲ 市町村におけるシステム化の事例

1横 浜市

2倉 敷市

Ⅰ

Ⅱ



Ⅰ 調査研究の 目的等

1目 的

固定資産税の土地評価から課税手続きにいたる一連の事務処理の電算 システムにつ

いては、ほとんどの市町村が導入の要望を持 っており、課税手続 きの事務においては、

すでに多 くの市町村でその導入(委 託を含む。)が実施されている。

しかしなが ら、課税の基礎となる土地評価の事務においては、内容が専門的でかつ

複雑であることか ら、一部の市町村を除いては未だ導入するにはいたっていないよう

に見受けられる。

固定資産税の土地評価について、その適正及び他の公的土地評価との均衡を確保 し、

納税者の固定資産税に対する理解と信頼を高めてい くためには、膨大な数量にのぼる

土地の評価について電算 システムを導入することにより、客観的な要素に基づいて、

より迅速かつ的確に評価を行うことが重要課題の一つであると考え られる。

そのため、近年、進歩の著 しい情報処理技術等を有効に活用 しなが ら土地評価事務

を効率的に推進 していく方法が、多 くの市町村において求められている。

そこで、当評価センターでは、固定資産評価基準に基づいた土地(特 に宅地)評 価

の標準的な手法を調査 し、その電算システム化のあり方を調査研究し、 もって固定資

産税の土地評価の均衡化 ・適正化に資するため、資産評価システム研究委員会の調査

研究事業 として取り組むこととした。

2検 討項目

平成6年 度の固定資産税における土地の評価替えから、宅地の評価にあたっては、

地価公示価格、地価調査価格及び鑑定評価価格が導入され、これ らの価格の7割 程度

を目途に評価の均衡化 ・適正化を図ることとされている。

すでに、各市町村においては、不動産鑑定士等による標準宅地の鑑定評価及び状況

類似地域(区)の 見直 し等の具体的な作業が進められているところであり、当研究委

員会では、これ らの状況を背景として考慮 しなが ら次の4点 を検討項目として調査研

究を行 った。
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(1)標 準宅地の評定

地価公示価格、地価調査価格及び鑑定評価価格の7割 評価

(2)路 線価の付設

ア 主要な街路の路線価の付設

イ 主要な街路以外の路線価の付設

(3)他 の公的土地評価との調整

ア 地価公示地点または地価調査地点と一致 している宅地の評定

イ 相続税財産評価との関係

(4)画 地計算法による各筆の評点数の付設

3調 査研究事項

2に 掲げた検討項目を踏まえて、具体的には、市街地宅地評価法(路 線価方式)を

取 り上げて、 「路線価の付設」のシステム化を中心に土地(宅 地)評 価 システムの構

築に向けての調査研究を行った。

なお、総合的な土地(宅 地)の 評価システムの構築に向けて、評価 システムを導入

している先進的な都市を選定 し、その事例等を参考にしながら調査研究を進めたとこ

ろであるが、当該団体のシステム化の状況を事例として掲載 した。

また、前年度までの調査研究を踏まえて、平成5年 度については、土地(宅 地)の

評価 システムのモデルケースを提示するとともに、電算システム化への提言を行うこ

ととする。
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Ⅱ 調査 研 究結 果 の概 要

1背 景

(1)固 定資産税における土地評価の均衡化 ・適正化

平成6年 度の固定資産税における土地の評価替えから、宅地の評価にあたっては、

地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用することとされ、こ

れ らの価格の一定割合(7割 程度)を 目途 として評価することとされている。

これは、土地基本法第16条(公 的土地評価相互の均衡化 ・適正化)及 び総合土地

政策推進要綱(平 成3年1月25日 閣議決定)等 の趣旨を踏まえて、評価の均衡化 ・

適正化を推進 していくための具体策であり、これにより公的土地評価相互の均衡が

確保されるとともに、従来、評価担当者が心を砕いてきた各市町村間における評価

水準の均衡について も全国一律に確保されることになる。

(2)土 地評価事務の システム化の要請

このような時期にあって、各市町村における各筆の土地の評価の段階においても、

各筆の土地の評価の均衡を確保 し、評価事務を適正かつ効率的に運営 していくため

に、そのシステム化が従来にも増 して強く要請されている。

各市町村においては、市町村内の全筆の土地について評価 しなければならず、各

筆の評価を均衡のとれたものとし、かつ、評価、税額計算、納税通知及び各種証明

書の発行等の複雑で多岐にわたる事務を誤 りなく迅速にこなしていくためには、首

尾一貫 した電算処理 システムの確立が不可欠であるからである。

2具 体的検討

(1)標 準宅地の評定

前述 したように、平成6年 度の固定資産税における土地の評価替えか ら、宅地の

評価にあたっては、地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用

することとされ、これらの価格の一定割合(7割 程度)を 目途として評価すること

とされている。

具体的には、各標準宅地について地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定

評価価格を活用 して評価されるため、従来、市町村が苦慮 していた標準宅地相互の
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評価の均衡及び標準宅地における地価公示価格等との均衡については、地価公示価

格等の7割 評価の導入によって当然保たれることになる。

したが って、標準宅地の評定作業については、そのシステム化の要請は薄れてい

るといえる。

(2)路 線価の付設

ア 主要な街路の路線価の付設

前述 したように、平成6年 度の評価替えから宅地の評価については、各標準宅

地に係る地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用 して評価

される。

具体的には、まず標準宅地の鑑定評価価格を求め、その7割 を標準宅地の適正

な時価として評定する。

その際、市街地宅地評価法(路 線価方式)に より評価する地域にあっては、鑑

定評価価格(1㎡ 当たり標準価格)の7割 を直接 「主要な街路の路線価」として

付設することになる。

両者の間には、不動産鑑定士等の専門家による鑑定評価価格のデータとこれに

7割 を乗 じた数値という単純な計算関係が成立するため、システム化に当たって

特筆すべき問題はないものと考え られる(計 算結果の端数処理をどうするか、す

なわち路線価の表示単位を何桁とするかという判断は必要であるが、この点につ

いては7割 評価から直接 もたらされる問題ではないため、当該市町村における評

価額の水準が考慮されている従来の桁数を踏襲することとして差 し支えないと考

えられる)。

参考:地 価公示の標準地の1㎡ 当たり価格においては、有効数字を上3桁 とし

ている(例 えば、100万円以上の ものについては1万 円未満を、10万 円以

上100万 円未満の ものについては1,000円 未満をそれぞれ四捨五入)。

イ 主要な街路以外の路線価の付設

宅地の評価方法の詳細については後述するが、簡略化 していえば、市街地宅地

評価法においては、 「主要な街路」に沿接する宅地の うちから標準宅地を選定 し、

その適正な時価をもとに 「主要な街路」の路線価を付設 し、当該路線価を基礎と

して 「その他の街路」の路線価を付設する。
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その際には、 「主要な街路」に沿接する標準宅地 と 「その他の街路」に沿接す

る標準的な宅地 との間における道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎

密度その他の宅地の利用上の便等の相違を総合的に考慮 して、その他の街路に路

線価を付設することとなる。

前述 したように、標準宅地の評定か ら 「主要な街路」の路線価の付設までの作

業については、従来の宅地評価 と比較するとかなり単純化され、システムのあり

方によって評価の不均衡がもたらされることは少ないものと考えられる。

したがって、今後は、評価の全体的なバランスをとるため、 「主要な街路」の

路線価から 「その他の街路」の路線価を付設する比準 システムを中心とする宅地

の評価システムが要請されるもの と考え られる。

なお、その他宅地評価法により評価する地域については、標準宅地の鑑定評価

価格(必 要に応 じて鑑定評価上考慮された補正を標準化 した標準価格)の7割 を

標準宅地の適正な時価として評定 し、当該標準宅地の評点数に直接比準 して各筆

の宅地の評点数を付設することになる。その際の比準方法については、評価基準

に定められているとおりである。

(3)他 の公的土地評価との調整

ア 地価公示地点または地価調査地点 と一致 している宅地の評定

地価公示価格等の7割 評価の趣旨か ら、地価公示地点または地価調査地点と一

致 している標準宅地についてはもちろんのこと、標準宅地以外の宅地についても

地価公示地点または地価調査地点と一致 している場合には、原則としてその7割

程度で評価されることが要請されよう。

したが って、宅地の評価 システムの構築の際にこの点に十分配慮することによ

って、面的にバランスのとれた評価となり、例えば同一状況類似地域内において、

標準宅地の評価のみが突出し他の宅地の評価は低いといった評価のアンバランス

は容易に回避できるであろう。

なお、これとは逆に、例えば面的にバランスのとれた評価を行おうとする場合

に、標準宅地については地価公示価格等の7割 程度であるにもかかわらず、同一

状況類似地域内の地価調査地点と一致 している宅地の評価がどうしても地価調査

価格の7割 程度にならないというケ-ス も考えられるが、こうしたケースにおい
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ては状況類似地域のあり方について再考の必要がある場合 も考え られる。つまり、

地価公示価格等の7割 評価をシステム評価にうまくマ ッチングさせるためには、

状況類似地域の区分が非常に大きな意味を持つということであり、この点に十分

留意 し、例えば、状況類似地域の区分の際に不動産鑑定士の意見を取り入れる等

の姿勢 も必要であると考えられる。

イ 相続税財産評価との関係

相続税の路線価においては、平成4年 から地価公示価格の8割 を目標に評価さ

れている。

したが つて、評価時点及び鑑定評価書による評価であるか否かの差はあるもの

の、固定資産税における宅地の評価(路 線価)と 相続税路線価との関係は、概ね

7:8の 関係にあると考え られる。

この点を考慮すれば、よりきめ細かな評価 システムの構築が可能であり、また、

システム評価か ら導き出された個々の路線価をある程度検証することも可能であ

ると考えられる。

しかしなが ら、現状では相続税路線価の評価に当たっては、不動産鑑定士によ

る鑑定評価までは行っていないので、これを全面的に評価 システムに取 り入れる

ことには危険な面があることを注意すべ きである。

(4)画 地計算法による各筆の評点数の付設

平成3年 度に当研究委員会で行ったアンケー ト調査の結果によれば、画地計算法

による各筆の評点数の付設については、ほとんどの市において システム化され電算

処理されている。

ところで、平成3年12月 に相続税財産評価に関する基本通達の一部が改正され、

宅地の画地調整率について最近の土地取引の実態に即 したものに改め られた(平 成

4年8月 にその段階的適用についての新たな通達が出され、本則の適用は平成8年

からとされた)。

固定資産評価基準及び相続税財産評価に関する基本通達においては、従来から同

一の画地調整率が採用されてきたところであり、今回初めて異なる画地調整率 とな

ったが、公的土地評価の相互の均衡の趣旨から将来的に見直される可能性が高いと

考えられる。
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したがって、すでに画地計算を電算処理 している市町村においては、現行の電算

システムについて見直 しを行い、こうした事態にも柔軟に対応できるよう準備を進

めてお く必要がある。

3土 地評価事務のシステム化

土地評価事務のシステム化を考えるに当たっては、評価方法が複雑で、各筆の評価

の均衡が最も要請 される宅地の評価(特 に市街地宅地評価法)を 取 り上げた。

(1)宅 地評価の しくみ

① 評点式評価法

現行の固定資産評価基準(以 下 「評価基準」という。)においては、土地、家屋

及び償却資産の各資産ごとの評価方法が定め られているが、土地については、売

買実例価額を基準として評価する方法が基本とされている。この方法は、売買の

あった土地の うち評価対象地 と類似の土地について、その価格構成要素や時点等

を比較考慮 して評価対象地の適正な時価を求める方法である。

そのうち宅地の評価については、 「宅地の評価は、各筆の宅地について評点数

を付設 し、当該評点数を評点一点当たりの価額に乗 じて各筆の宅地の価額を求め

る方法によるもの」(固 定資産評価基準第1章 第3節 一)と されており、標準宅

地の適正な時価によって付設 した評点数(又 は路線価)と 比較 して、各筆の宅地

について、宅地の価格構成要素からみた標準宅地との較差を評点数として付設 し、

これに一点当たりの単価を乗 じて価格を求める方法によることとされている。

この方法を評点式評価法と称 している。

② 「市街地宅地評価法」と 「その他の宅地評価法」

宅地の具体的な評価方法については、 「市街地宅地評価法」と 「その他の宅地

評価法」の二つに分けられている。

「市街地宅地評価法」は 「路線価方式」とも呼ばれ、街路 ごとに、当該街路

に沿接する標準的な宅地の1㎡ 当たりの価格を表す路線価(StreetValue,略 称

S.V.)を 付設 し、 この路線価に基づいて所定の 「画地計算法」を適用 し、各筆

の評点数を求めるものであり、評価作業上大別すると、 「路線価の付設」と 「各

画地の画地計算」の二つの段階に分けられる。
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具体的な適用については、比較的厳密な計算を行 う必要が認められる地域、す

なわち市街地的な形態を形成する地域にあっては、できるだけこの方法によるこ

とが望ましいとされている。

「その他の宅地評価法」は 「標準宅地比準方式」とも呼ばれ、当該市町村内の

宅地の沿接する道路の状況、公共施設の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の

利用状況がおおむね類似 していると思われる地区を区分 し、これ らの地区ごとに

選定 した標準的な宅地の評点数に基づいて所定の 「宅地の比準表」を適用 して、

各筆の評点数を求めるものである。

なお、両者はその基本において異なるものではな く、前者は画地の奥行、間口、

形状等の相違が宅地の価額に及ぼす影響を的確に反映させるため、路線価を基礎

とし、画地計算法を適用 して評価するものであり、後者は状況類似地区ごとに標

準宅地を選定 し、この価額に比準 して各筆の宅地を評価するものである。市町村

においては、これらのいずれの方法によるべきか、又どの地域にどの方法を適用

するかは、主として宅地の価格事情等からみて、評点数の付設が 「画地計算法」

によることが適当な地域であるのか、あるいは 「宅地の比準表」に定める程度の

ことを考慮すれば足 りる地域であるかどうかによって定めることとなる。

③ 市街地宅地評価法

「市街地宅地評価法」による宅地の評点数の付設は次の順序によって行 う。

ア 用途地区の区分

まず、市町村の宅地を、宅地の価格に影響を及ぼす価格形成要因のうち、地

域的にみて類似性の強い要素を基準として区分する。

具体的には、商業地区(繁 華街、高度商業地区、普通商業地区)、住宅地区

(高級住宅地区、普通住宅地区、併用住宅地区)、工業地区(大 工場地区、中小

工場地区、家内工業地区)、観光地区等に区分する。

イ 状況類似地域の区分

次に、用途地区という大きなグループの区分を、さらに 「その状況が相当に

相違する地域(状 況類似地域)」ごとに、小さなグループに区分する。

その際基準とされるものは、街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の

疎密度、その他の宅地の利用上の便等であり、これ らの価格形成要因がおおむ
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ね同等と認め られる地域 ごとに区分するものである。

その例をあげると次のとお りである。

(街路の状況による区分)

宅地の価格の構成要素の うち、道路に着目して、道路が宅地の価格に及ぼ

す影響の程度に応 じて区分するもので、道路交通上の利用の便否、すなわち

道路交通人口の質と量によって決定されるものである。具体的には、道路の

系統、連続性、幅員、構造、勾配、屈折度等が考えられる。

(公共施設の接近の状況による区分)

駅 ・バスター ミナル ・空港 ・港湾等の交通施設、公園 ・広場等の公共空地、

学校 ・図書館 ・美術館等の文化施設、医療施設、保育所等の社会福祉施設、

映画館等の歓楽施設等の諸施設が接近 していることにより宅地の価格が受け

る影響の程度に応 じて区分を行おうとするものである。

(家屋の疎密度による区分)

建築敷地面積に対する建物延面積の割合をいうものであり、土地を上下に

わたって利用する立体利用と敷地の建ぺい率で表される平面利用の両者が考

えられる。家屋の疎密度と宅地価格との関係は、例えば、商業地区において

は両者は比例関係にあると考え られるが、高級住宅地区においてはむ しろ敷

地面積の大小が価格形成要因であるなど、用途地区によって必ず しも一様で

はない。

(その他の宅地の利用上の便による区分)

上下水道施設の普及状態、ガス設備等の有無、自然環境の良否、防火保安

度の状態等の点において、ほぼ同等であるか否かにより区分を行うものであ

る。

なお、状況類似地域の区分は、評価基準においては、 「その状況が相当に

相違する地域」ごとに行うこととされ、その場合の目途 としては、 「固定資

産評価基準の取扱いについて」(自 治事務次官通達)に おいて、 「標準宅地

は、一般的には、宅地の価格事情か らみて相互の価格差が2割 程度の地域 ご

とに選定することを目途 とすることが適当であること」とされている。
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ウ 主要な街路の選定

次に、標準宅地について売買実例価額から評定する適正な時価を求め、これ

に基づいて当該標準宅地の沿接する街路について路線価を付設 し、これに比準

してその他の街路の路線価を付設するが、路線価を付設すべき街路には、 「主

要な街路」と 「その他の街路」との区分があり、 「主要な街路」は路線価を付

設する際の拠点となるものであるが、いわゆる幹線街路のみが該当するもので

はなく、必要に応 じ単なる区画街路等で も 「主要な街路」となり得 る。選定さ

れた 「主要な街路」以外の街路は、すべて 「その他の街路」と呼ばれ、国道等

であっても、その大部分は 「その他の街路」と呼ばれるものである。

なお、主要な街路は状況類似地域につき1か 所を選定するものであり、各街

路に路線価を付設する拠点 となるものであるか ら、一つの用途地区内において

適度な分布となっていることが必要である。 したがって、(イ)で述べた状況類似

地域の区分が重要な意味を持つことになる。

エ 標準宅地の選定

標準宅地は、主要な街路に沿接する宅地のうちから次のような宅地を目標と

して、利用の実態等を十分検討 して選定する。

・ 画地計算法でいう奥行価格逓減率が1 .0であり、他の各種加算率、補正率

の適用がない宅地

a沿 接 している主要な街路以外の街路には接 していない宅地

b形 状が矩形である宅地

c間 口が、その宅地の所在する用途地区か らみて、適度な広さがある宅地

d奥 行がその宅地の所在する用途地区か らみて適度な長さがある宅地

e間 口と奥行 との釣合いがとれている宅地

fそ の他崖地補正等の補正を必要としない宅地

・ 適正な時価の評定に判断を誤 らせる要素のない宅地

aそ の主要な街路の属 している用途地区の用途と同一用途に供されている

宅地

b上 物である家屋の規模、程度等が、その街路で標準的な宅地

c精 通者に適正な時価について意見を求めるとき等において、私情の入る
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おそれのない宅地

オ 路線価の付設

路線価とは、街路に沿接する標準的な画地の単位地積当たり価格をいうもの

であり、標準宅地に係 る適正な時価に基づいて付設 されるものである(こ の

「適正な時価」については、冒頭で述べたように、地価公示価格、地価調査価

格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価価格を活用 し、当分の

間、これ らの価格の7割 程度を目途とすることとされている)。

主要な街路に路線価が付設されると、その路線価を基礎として、 「主要な街

路」に沿接する標準宅地 と 「その他の街路」に沿接する標準的な宅地との間に

おける道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利

用上の便等の相違を総合的に考慮 して、その他の街路に路線価を付設すること

となる。

カ 画地計算法

最後に、路線価を基礎とし 「画地計算法」を適用 して各筆の宅地の評点数を

付設する。

各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎とし、 「画地計算法」を適用 して付設

することとなる。

路線価の付設された街路に面 している個々の宅地は、間口、奥行、形状、高

低、面積等の立地条件に相違があり、個々の宅地の価格を求めるためには、標

準的な画地 としての価格を付されている路線価に対 して、これらの諸要素が宅

地の価格に及ぼしている影響を反映させる必要がある。 このために行われる補

正が、画地計算である。

具体的な画地計算法として評価基準に示されているものは、

a画 地の奥行の要素(街 路に対する接近性)を 考慮 した奥行価格逓減割合法

b正 面 と側方に路線がある画地(角 地)の 利用間口の有効性を考慮 した側方

路線影響加算法

c正 面と裏面の二つの路線に接する画地(二 方路線地)の 利用間口の有利性

を考慮 した二方路線影響加算法

d三 角形の画地(三 角地)の 利用価値の劣性を考慮 した三角地評点算出法
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e画 地の形状が悪いことによる利用上の制約を考慮 した不整形地評点算出法

f公 図等の図面上直接路線に接 していない画地(無 道路地)の 不便性を考慮

した無道路地評点算出法

gい わゆる袋地等の不便性等を考慮 した袋地等評点算出法

である。

また、三方又は四方において路線に接する画地については、側方路線影響加

算法及び二方路線影響加算法を併用 して評点数を求めることとされている。

なお、評価基準では、附表において各種の画地計算における補正率を示 して

いるが、宅地の状況に応 じ、必要があるときはこれ らに所要の補正を加えて適

用す ることができるものである。

④ その他の宅地評価法

3-(1)-② で述べたように 「市街地宅地評価法」と 「その他の宅地評価法」と

はその基本において異なるものではなく、宅地評価システムを考えるに当たって

は相互に応用できると考えられるため、評価方法の詳細についての説明は省略す

る。

(2)実 務的な宅地の評価手順及びそのシステム化(市 街地宅地評価法を中心 として)

市街地宅地評価法は評価作業として 「路線価の付設」と 「画地計算」の2つ に大

別される。後者の 「画地計算」については、 「固定資産評価基準」において、付表

の形式で示されているためほとんどの市町村で システム化され、電算処理 されてい

るものと思われるので、ここでは前者の 「路線価の付設」のシステム化について検

討する。

路線価の付設を行うための作業フローを整理すると、図-1の とおりとなる。
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図-1作 業 フロー図

市街地宅地評価法

適 用 地 域 の決 定

用 途 地 区 の 区分

状況類似地域の区分

主 要 な路 線 及 び

標 準 宅 地 の 選 定
路 線 番 号 の 付 設

標準宅地の鑑定評価
標準宅地 ・その他路線の

価 格 形 成 要 因 の 測 定
比 準 表 の 作 成

比 準 計 算

比 準 結 果 の 検 討

路 線 価 の 付 設
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① 市街地宅地評価法の適用地域の決定

市街地宅地評価法の適用地域の決定は、各市町村の市街化の状況や路線価付設

に伴う筆対応等の作業量を検討 しながら行われるのが通常で、画一的な基準は特

にない。

一般的には、都市計画法上の市街化区域内はこの評価方法をとることが望まし

いとされている。

② 用途地区の区分

評価基準において、用途地区として例示されているものは以下のとおりである。

・商業地区･･･繁 華 街 高度商業地区 普通商業地区

・住宅地区･･･併 用住宅地区 高級住宅地区 普通住宅地区

・工業地区･･･家 内工業地区 中小工場地区 大工場地区

・観光地区

用途地区は宅地の評価方法の うち、市街地宅地評価法の最初に位置づけられる

もので、 「用途地区とは、宅地の価格に影響を及ぼす諸要素のうち地域的にみて

類似性の強い要素を基準 として区分されるものであるが、具体的には、宅地がお

おむね適業適地の原則に従って利用されていることか ら、その利用状況が類似 し

ている地区をいうことになる。つまり、用途地区の区分は、宅地の利用状況が共

通な地域を区分することであるが、これは、路線価を付設するため、また、画地

計算法を適用するために必要 とされるものである。」とされている(固 定資産評価

基準解説(土 地篇))。

また、用途地区の区分はかならず しも都市計画上の用途地域の区分 と重なるも

のではないとされる(前 掲書)。しかしなが ら、都市計画の地域地区の指定状況は

宅地の価格面からみると、行政的な価格形成要因として重要な要素となる。

したがって、都市計画に定められた地域地区がすぐさま評価基準に定める用途地

区と同等であるというものではないにして も、両者は地区の区分を考える上にお

いては関係が深いものといえよう。

具体の用途地区の区分にあたっては、一定の地域または地区内の商業密度、工

業密度、住宅密度を主要な指標として行 うことが合理的であろうが、その測定の

仕方や区分の基準等について一定の基準は無 く、各市町村の実情に応 じて行われ
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ている。

③ 状況類似地域の区分

状況類似地域の区分は、用途地区という大 きなグループの区分を、さらに 「そ

の状況が相当に相違する地域」ごとに小さなグループに区分するものであるが、

これを区分する基準 とされるものは、街路の状況、公共施設等の接近の状況、家

屋の疎密度、その他の宅地の利用上の便等である。言い換えれば、このような価

格形成要因がおおむね同等と認め られる地域 ごとに区分するものである。

しか しなが ら、現実には地勢や地形が複雑であったり、地域の発展の状況やそ

の経過が様 々であったりするため、統一 した区分基準を設けることは難 しく、各

市町村の実情に応 じて個々具体に区分されているようである。

状況類似地域の区分は、可視的には地図上でその範囲を囲 うことであるが、シ

ステム化を図るという観点か らみると、路線のグルーピングをすることに他なら

ない。すなわち、各路線がどの状況類似地域に属するのかを対応づけデータ化す

ることである。

いずれにしろ、用途地区の区分と同様に状況類似地域の区分は種々の要因を地

図上で展開し、場合によっては現地調査を踏まえながら、検討されるものである

から、現状においては手作業で行われることが多 く、システム化するにはまだ時

間を要するものと思われる。

④ 路線番号の付設

路線番号を付設することは評定の対象とする街路を確定することであるか ら、

その後の評価作業の前提となる非常に重要な作業である。 この路線番号が適切に

付設されていないと、適切な路線価の設定ができないことがある。

一般に、路線番号の付設は交差点か ら交差点までを原則として一本の矢印で明

示 して行われているものと思われるが、価格事情が大きく異なる場合には、街路

の両側に2本 引 く必要がある。たとえば、高度商業地区や繁華街において街路の

両側で明 らかに商況が異なり、価格事情が異なると認められる場合や、街路の片

側が市街化区域でその反対側が市街化調整区域であるような場合には、やはり価

格事情が大きく異なると思われるので、2本 の路線を付設する必要があろう。

ところで、路線価評価を システム化する前段の取 り決めとして、路線番号の決
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め方は重要なものとなる。一般に、路線番号の振り方、コー ド体系はいくつかの

方法がとられでいるようであるが、その主な ものを例示すると次のとおりとなる。

ア 単純な連番

イ 町丁目コー ド+連 番

ウ 地図等のブロック ・コー ド+連 番

エ 状況類似地域番号+連 番

経験的には、路線の本数が1,000本 から2,000本 程度までの比較的少ない場合

は、路線の管理が行い易い 「ア 単純な連番」によるコー ド体系が多 く採用 され

ているようである。 この場合、路線番号のカラム数(桁 数)は4カ ラムでおさま

り、データ管理上 も比較的容易になる。

一方、路線本数が2,000本 を超え数千本か ら数万本どなる市町村においては、

路線番号のカラム数が増えその管理がやや煩雑になることが想定されるものの、

各路線の位置やデータを正 しく認識するためには何 らかのブロック化 ・体系化が

必要となる。

前述 のイ～エ はどれ も何 らかの ものでブ ロック化 して いるが、その うち

「エ 状況類似地域番号+連 番」は他とはややその内容が異なる。.すなわち、イ

やウが原則として不変的なものを単位としてブロック化 しているのに対 し、この

体系は判断要素を含む状況類似地域区分を単位 としているため、どちらかという

と変更されることが多く、その都度それに併せて路線番号を変更することが必要

となる。状況類似地域の区分が確定 し、ある程度の期間、区分を変更することが

必要ないと想定される場合はこの体系は合理的な体系であると思われるが、変更

が生 じた場合は 「キー」となる路線番号が変更されることとなるので、路線デー

タの管理を煩雑にし、誤 りを起こす恐れがある。

このように路線番号の体系はどれを良いということは一概には言えないが、課

税当局の業務管理上からいうと、路線本数が少ない場合には 「単純な連番」を、

路線本数が比較的多い場合には 「町コー ド+連 番」を採用することがより合理的

で あると思われる。いずれに しろ各市町村の実情(路 線本数や課税 シスデム全体

の体系等)に 応 じて決定すべきであろう。
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⑤ 主要な街路の選定及び標準宅地の選定

状況類似地域内において、主要な街路を選定する。 この場合、地域内のほぼ中

心に位置 し、街路事情や環境条件等の価格形成要因が当該地域内において標準的

な画地を選定することが望ましい。また、標準宅地の評価 レベルが 「地価公示価

格等の7割 程度」とされたことから公示価格等との均衡が重視されることとなっ

たので、地価公示地点及び都道府県地価調査の地価調査地点はなるべ く活用すべ

きであり、これらの地点の沿接する路線は原則として主要な街路 とすべきであろ

う。

次に、選定された主要な街路に沿接する画地の中から、画地条件等が標準的な

画地を標準宅地として選定する。標準宅地の選定基準は、固定資産評価基準解説

(土地篇)に よれば次のとおりとなっている。

ア 画地計算法でいう奥行価格逓減率が1.0で あり、他の各種加算率、補正率の

適用がない宅地

・道路 との接面状況･･･中 間画地

・形状･･･整 形

・間口･･･標 準的な長さ

・奥行 き･･･奥 行価格逓減率が1 .0の画地

・間口と奥行き･･･均 衡がとれているもの

・その他補正･･･な いもの

イ 適正な時価の評定に判断を誤らせる要素のない宅地

・用途の同一性

・標準的な家屋

・私情のはいる恐れのないもの

しか しながら、現実には種々の土地があり、この基準がすべてあてはまる画

地を選定することが困難な場合が少なくない。その場合は主要な街路を変更 し

て標準宅地を選定 し直すか、 もしくはいずれかの項目において条件を満たさな

い場合は、想定条件を付す(1筆 のうち一部等)な どして種 々の項目を総合的

に勘案 して標準宅地を選定することとなる。
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⑥ 標準宅地の鑑定評価

不動産鑑定士または不動産鑑定士補に依頼 して標準宅地の鑑定評価を行 う。

この作業は、これまでは精通者意見等を参考としながら市町村の職員が行 って

きたものであるが、これを専門家に委ねることとなった。

鑑定評価の結果、対象 とした宅地そのものの価格が鑑定評価額として求められ

るが、通常、主要な路線 ・(標準宅地)の 価格は鑑定評価書の中の標準価格が対応

することとなる。 しかしなが ら、鑑定評価上の標準的な画地が固定資産評価基準

が予定 している中間画地でない場合があることを留意すべきである。たとえば、

高度商業地区等において、四方路や三方路が標準的な画地であることがあり、こ

のような場合には鑑定評価の結果求められた標準価格は四方路や三方路に対応 し

たものとなるので、主要な街路の価格の付設にあたっては、画地補正を適切に行

うためこれを修正 し中間画地に相当する価格に置き換える必要がある。

いずれにしろ標準宅地の評定は標準宅地間の価格バランスの保持等以後の各路

線価の付設に影響を及ぼすので重要な作業となるが、これが不動産鑑定士等によ

る鑑定評価を活用することとされたので、この作業自体を システム化する必要性

は薄れたわけであるが、その結果、以後の評価作業のシステム化が図りやす くな

ったものと思われる。

⑦ 標準宅地及びその他の路線の価格形成要因の測定

土地評価のシステム化を図るためには、まず市町村における各用途 ごとの地価

を形成する価格形成要因を調査 ・選定 し、それら諸要因をどのように調査 ・測定

し、把握するのかということを決めなければならない。

ここで、その他の街路の価格 も主要な街路の価格 と同様に、標準的な画地を前

提とした標準価格を付すこととなるか ら、価格形成要因の選定にあたっては、い

わゆる画地条件を除いた街路に関するものを検討対象 とすることとなる。

この価格形成要因の項目の決定については、今回標準宅地の評定に鑑定評価を

活用することとなったことに伴 って、自治省から提示されている 「鑑定評価標準

様式」の中に 「標準宅地調書」があり、これが参考 となる。

市町村は委託 した鑑定士等から受け取った鑑定評価書の 「標準宅地調書」にあ

る要因を用途別に整理することにより、当該市町村にあった価格形成要因を絞り
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込むことが可能 となる。

ただ し、ここで設定されている要因項目は各用途について必要なものが取り上

げられているが、同一状況類似地域内において各路線価を評定する際、比較する

こととなる格差要因として取 り上げる必要のないものがあるということを留意す

べきである。

次に、価格形成要因の調査 ・測定の方法について統一化 し、誰が行って も同 じ

ような結果となるように(デ ータ ・シー ト、記入マニュアル等により)マ ニュア

ル化 しておくことが重要である。たとえば、街路条件に関するものの測定は、現

地調査によるのか、航空写真によるのか、道路台帳によるのか、または500分 の

1の 公図によるかといったことを明確にし、統一を図ることが大切である。

標準宅地 ・路線の価格形成要因のデータ ・シー ド及びその記入マニュアルの具

体例は、昭和60年 度～平成元年度 土地評価に関する調査研究の付属資料で、具

体の某市に基づいて検討されたものが掲載されているので、それ らを参照された

い。

⑧ その他の路線の価格を求めるための比準表の作成

得 られた標準宅地の価格 と把握された価格形成要因とを総合的に検討 して、比

準表を作成することが システム化するにあたって重要なこととなる。

比準表とは、価格形成要因の相違による格差を土地価格の格差に置き換える表

の ことで、たとえば 「道路幅員」を例としてとりあげれば、次のようになる。

(単位は、%)

比準表を作成するにあたっては、不動産鑑定評価基準に関連 して作成されてい

る国土庁監修の 「土地価格比準表」を参考としたり、委託 した鑑定士等に意見を

聴取 したり、統計的な分析を行ったりして検討することが必要であろう。統計的
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その他路線

標準宅地

1

4m未 満

2

4m以 上
6m未 満

3

6m以 上
8m未 満

4

8m以 上

4m未 満 0 4 6 8

6m未 満 -4 0 2 4

8m未 満 -6 -2 0 2

8m以 上 -7 -4 -2 0



な分析手法 としては通常、数量化理論 Ⅰ類分析や重回帰分析が利用される。ちな

みに、数量化理論 Ⅰ類分析の結果か ら比準表を求める手順を示すと次のとおりと

なる。

ア 数量化の分析結果(次 ページ参照)
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イ 最頻値の カデゴ リーでの格差率の計算 、

最頻値で ある 「4m以 上6m未 満」のカテゴ リーを基準 とした場合のその他

の カテ ゴ リーの格差をそれぞれ平均価格 に対す る比率で求 める と次のよ うにな

る。

C21={-28,581-(-7,826)}/343,687×100≒-6%

カテ ゴリー区分 度 数 ウ ェ イ ト 平均価格

4m未 満 37 -28 ,581

4m以 上6m未 満 55 -7 ,826 343,687円

6m以 上8m未 満 35 9,672

8m以 上 30 38,314



目的変数:標 準宅地の評価格

説明変数:以 下 に示す9要 因が選択され た0

分析結果概要:重 相関係数0.860

サンブル数157

カ テ

2
1

定数項 343687.8980892

37
55
35
30

18
139

15
10

125
7

41
61
55

24
44
34
55

29
75
53

137
20

45
112

158
3
1

15

-2 .8581310+04
-7826.9442707
9672.8743588

38314.6546952

21788.9550558
-2821 .5913022

52464.7022259
81879.2937104
-1 .1675400+04
-2 .0905550+04

26114.7941622
-466 .1504795

-1 .8950390+04

1.0277820+05
2505.0917168

-1.7387860+04
-3 .6103900+04

18909.8347859
-7752.4784600

623.5976548

-328.4429170
2249.8339814

15912.9680213
-6393.6032228

9596.3605603
79943.6635782
-4 .2289330+04
-1.0145600+05

レ ンジ
66895.9603273

24610.5463580

102784.8451845

45065.1829150

138882.1320467

26662.3132459

2578.2768984

22306.5712441

181399.6230380

例
果
結
の
析
分
化
量
数

ゴ リ ウ ェ イ ト

ウェ イ ト度数

外的基 ●:PRICE

-4M
-6M
-8M

1OM-

幅員

パス路線

該当
無

最寄駅
JRS線
JRK線
K竃 鉄
NK電 鉄

最寄駅への距離
-400M
-800M

800m-
中心駅への距離

-1000M
-2000M
-3000M

3000M-)
大店舖への距離

-400M
-800M

800m-
商業密度

0%
-10%

公 共下水 道
有
無

用途地域
住居系
商業系工業系

●●



C22={-7,826-(-7,826)}/343,687×100≒0%

C23={9,672-(-7,826)}/343,687×100≒5%

C24={38,314-(-7,826)}/343,687×100≒13%
}

ウ 他 の 行 で の 格 差 率 の 計 算

そ の 他 の カ テ ゴ リー の 格 差 率 を 、 イ.で 求 め ら れ た 格 差 率 に 基 づ い て 計 算 す

る と次 の よ う に な る。

C11={(1-0.06)/(1-0.06)-1}×100=0%

C12={(1-0.00)/(1-0.06)-1}×100≒6%

C13={(1+0.05)/(1-0.06)-1}×100≒12%

C14={(1+0.13)/(1-0.06)-1}×100≒20%

C31={(1-0.06)/(1+0.05)-1}×100≒-10%

C32={(1-0.00)/(1+0.05)-1}×100≒-5%

C33={(1+0.05)/(1+0.05)-1}×100=0%

C34={(1+0.13)/(1+0.05)-1}×100≒8%

C41={(1-0.06)/(1+0.13)-1}×100≒-17%

C42={(1-0･00)/(1+0.13)-1}×100≒-12%

C43={(1+0.05)/(1+0.13)-1}×100≒-7%

C44={(1+0.13)/(1+0.13)-1}×100=0%

エ 計 算 さ れ た 比 準 表

以 上 の 計 算 結 果 を 一 覧 表 に ま と め る と 次 の よ う に な る 。

その他路線

標準宅地

1

4m未 満

2
4m以 上
6m未 満

3

6m以 上
8m未 満

4

8m以 上

4m未 満 0 6 12 20

6m未 満 -6 0 5 ,13

8m未 満 -10 -5 0 8

8m以 上 -17 -12 -7 0

(単位は、%)

ただ し、数量化分析の結果計算された格差率がやや大きくなっているが、こ

れは街路条件の価格形成要因として採用されたものが 「道路幅員」のみで、そ
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の他の街路条件による格差をこの道路幅員が代表 して しまったためであろうと

考えられる。

一般に、市町村の性格 ・規模によって比準表の内容は異なるものと考えられ

るが、通常、同程度の市町村においても、用途別に異なり、また、鉄道駅の数

等によって異なるため、全国で統一 した比準表を設定することはやや困難であ

ると思われる。また、種々の判断を必要 とする比準表の作成作業自体をシステ

ム化することも困難であると思われる。

⑨ その他の街路の路線価の付設

以上の作業が完了 していれば、その他の路線価格の評定は次のようなフロ-に

基づいて、可能な ものとなる。 しか しながら一度の計算結果がそのまま整合性の

とれた評定結果になることはまれである。特に、状況類似地域の境界の価格のバ

ランスが とれないことが多い。全市的な価格バランスを図るには、状況類似地域

の区分が適切か、比準表は妥当 しているか、標準宅地の価格のバランスはどうか

といったことを総合的に検討する必要がある。

標準宅地価格データ
標 準 宅 地 ・ そ の 他

路 線 の 要 因 デ ー タ
比 準 表 デ ー タ

評定対象の指定 デ ー タの修 正

比 準 計 算

路 線 価 評 定 結 果

・状況類似地域 区分の

見直 し

・比準表の見直 し

・標準宅地価格の確認

全 市 的 な

路 線 価 の 検 討

終 了
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時価路線価の評定(N市 ・普通住宅地)

状況類似地域番号:74

路 線 番 号
主 要街路

0138048

そ の 他 街 路

0138021

そ の 他 街 路

0138022

そ の 他 街 路

0138023

1道 路 の 幅 員 4.0m 4.0m 0 5.0m 2 4.0m 0

2道 路 の 種 別 私 道 市 道 3 私 道 0 市 道 3

3道 路 の 連 続 性 通 り抜 け可 通 り抜 け可 0 通 り抜 け 可 0 通 り抜 け 可 0

4バ ス路 線 か否か 否 否 0 否 0 否 0

(a)街 路条件 格差率 103/100 102/100 103/100
5中 心駅 へ の距離 5,367m

π
5,769m 0 5,712m 0 5,655m 0

6最 寄駅 へ の距離 1,119m 731m 3 784m 3 840m 2

7大 型店舗への距離 1,551m 1,853m 0 1,803m 0 1,762m 0

(b)接 近条件 格差率 103/100 103/100 102/100
8浸 水可能性 否 否 0 否 0 否 0

9商 業 密 度 0% -10% 0 0% 0 0% 0

10公 共下水道の有無 無 無 0 無 0 無 0

11都 市 ガ スの有無 有 有 0 有 0 有 0

12JRS線 か らの距離 300m以 上 300m以 上 0 300m以 上 0 300m以 上 0

13JRK線 か らの距離 300m以 上 300m以 上 0 300m以 上 0 300m以 上 0

14K電 鉄 か らの距離 300m以 上 300m以 上 0 300m以 上 0 300m以 上 0

15NK電 鉄か らの距離 300m以 上 300m以 上 0 300m以 上 0 300m以 上 0

16K道 路 か らの距離 300m以 上 300m以 上 0 300m以 上 0 300m以 上 0

17汚 水処理場からの距離 300m以 上 300m以 上 0 300m以 上 0 300m以 上 0

18イ ンターチェンジ距離 300m以 上 300m以 上 0 300m以 上 0 300m以 上 0

19そ の他補正 0% 0% 0 0% 0 0% 0

(c)環 境条件 格差率 100/100 100/100 100/100
20用 途 地 域 住居地域 住居地域 0 住居地域 0 住居地域 0

21そ の他補正 0% 0% 0 0% 0 0% 0

(d)行 政的条件 格差率 100/100 100/100 100/100
A格 差 率 計(a)×(b)×(c)×(d)

----- 106/100 105/100 105/100
B時 価路線価 円/㎡ 255,000 270,000 268,000 268,000

2
4



(参 考)必 要 とな るデータ ・フ ァイルの種類及 びその フィール ド例 、
路線価の評定に最低限必要 となるデータ ・ファイルは、以下のものが考え られる。
ア 標準宅地 ・その他の路線の価格形成要因データ

デ ー タ 項 目 備 考

1 路線番号 キー項 目

2 路線区分 標準宅地、その他の路線の区分

3 標準宅地番号 状況類似地域番号でも可

4 用途地区

5 道路幅員 価格形成要因(住 宅地域の例)

6 舗装の有無

7 道路の種別

8 道路の系統

9 最寄駅 コー ド

10 最寄駅への距離

11 最寄 りバス停への距離

12 大型店舗への距離

13 小学校への距離

14 公園への距離

15 上水道の有無

16 都市ガスの有無

17 下水道の有無

18 都市計画区域区分

19 用途地域

20 建ぺい率

21 指定容積率

22 基準容積率

23 防火 ・準防火規制

24 その他当該市町村に特有の要因
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イ 標準宅地の概要及び標準宅地価格データ

デ ー タ 項 目 備 考

1 標準宅地番号 キー項 目

2 主要路線番号

3 標準宅地価格 価格時点:平 成4年7月1日

4 鑑定評価格 価格時点:平 成4年7月1日

5 相続税路線価格 価格時点:平 成4年1月1日

6 所在地番

7 住居表示

8 所有者名

9 占有者名

10 画地条件 標準宅地その ものに係 るもの

11 標準的な画地条件 地域全体に係るもの

ウ 比準表データ

比準項目ごとに次のような項目が必要 となる。

デ ー タ 項 目 備 考

1 比準表要因番号 キー項 目

2 価格形成要因名

3 対応データ番号 路線 データフ ァイルのどの要因に

対応するのかを指定

4 算定 タイプの区分 連続量(距 離関係データ等)か ラン

ク値(舗 装の有無等)か の区分

5 カテゴ リーの数 同一要因における比準区分の数

6 カテゴ リー区分値 各比準区分の具体の数値

7 格差率(%)
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Ⅲ 市 町 村 に お け る シ ステ ム化 の 事 例

1横 浜市

はじめに

土地の評価について、固定資産評価基準は 『売買実例価格か ら求める正常売買価格

に基づいて適正な時価を評定する方法による』と定めているところであるが、これに

加えて、平成6年 度以降の宅地評価においては、地価公示価格、都道府県地価調査価

格及び不動産鑑定士等による鑑定評価価格を活用 し、 これ らの価格の7割 程度を目途

に、より一層の評価の均衡化 ・適正化を推進するとされたところである。

平成6年 度の土地評価替えに向けた準備事務は市町村において既に始まっているが、

従来、自からその評価を行っていた標準宅地について も、全て鑑定評価を求め、その

価格を活用することとされている。

このため、これ らの所与の価格を基礎として、全ての街路に論理的整合性を もった

価格(路 線価)を 付設 していくためには、宅地評価の手続きである用途地区や状況類

似地区の区分、標準宅地の選定、そして各街路への路線価の付設等の各作業段階にお

いて、価格形成要因の十分な分析が求められるとともに、作業の執行にあたっても、

様々な工夫や改善が必要と思われる。

本市では、平成3年 度において宅地評価手順のシステム化を図り、実際に運用 して

きたところであるが、平成6年 度評価替えに向けて、現在、一層の評価の均衡化 ・適

正化を進めるために、この基本方針を踏まえたシステム改善に取り組んでいる。

(1)宅 地評価替えシステムの概要

このシステムは、平成3基 準年度宅地評価替えに向けて開発 したもので、数理統

計手法を用いた横浜市独自の土地価格比準表を作成することを第一義的な目標とし、

併せて、宅地評価替え事務を同時平行的に進めていく必要があったため、システム

は大きく四つの機能に分類されている。

ア 土地価格比準表作成 システム(概 要図 ④)

土地の利用状況、鉄道等の交通機関の配置状況やその利便性、地価公示価格等

の地価の分布状況などの地域的な特性 を観察 し、それぞれの特性が類似する標準
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宅地をタイプ別に分類 し、それぞれの標準宅地に係る属性情報を基に数理統計的

手法を用い、従来か ら使用 していた国土庁監修の土地価格比準表をべースに、横

浜市の地域特性に適合する独自の比準表を用途地区別及びタイプ別に作成する。

イ 標準宅地評定 システム(概 要図●)

タイプ別に分類された標準宅地について、地価公示価格等を基に、その価格形

成要因を地域要因、個別的要因ごとに分析 し、比準表作成 システムにより求めた

要因別格差率によって、その時価(地 価公示べース)を 算出する。

ウ 路線価評価システム(概 要図●）

標準宅地と同一の状況類似地域内にある、いわゆる 「その他の街路」に沿接す

る宅地のうち、画地条件等が標準的な宅地について、標準宅地と相互に価格形成

要因(主 に個別的要因)を 比較 し、標準宅地の価格(主 要な街路の路線価)に 比

準 して、その価格(そ の他街路の路線価)を 算出する。

エ 図面対応 システム(概 要図●)

用途地区や状況類似地域等の図形情報と標準宅地の位置や価格、路線価評定 シ

ステムによって導かれた各街路の路線価等の様々な属性情報をコンピューターに

より一元管理 し、静電プロッターにより地形図(1/2、500地図)上 に用途地区や状

況類似地域の範囲を表示するとともに色彩表示によってその分布状況や路線価付

設等の状況を表示する。

以上が、平成3年 度に開発 した宅地評価替え システムの概要である。

(2)平 成6年 度土地評価替えに向けて

平成6年 度の土地評価替えについて も、基本的には、この システムをべースに進

めていくことになるが、地価公示価格等との一定割合(7割)を 維持 しつつ、全て

の標準宅地に与え られる鑑定評価価格を基礎に、市内に全ての街路に路線価を付設

してい くことは容易な作業ではない。

もともと、地価公示価格や鑑定評価価格は 「事例地 と対象地」 といった個別

(点)の 評価であるのに対 し、固定資産税の場合には連続する全ての宅地に価格を

付与 し、かつ、論理的に整合 した価格を求めることが要請される。 したがって、土

地評価の基本ともいえる用途地区区分や状況類似地区区分は、従来にも増 して、重
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土地評価 システムの全体概要図
[別 図]

<土 地 評 価 の 手 順>

1用 途 地 区 の 区 分

2状 況 類 似 地 区 の 区 分

(約2700地 区)

3標 準 宅 地 の 選 定

(主 要 な街 路 の選 定)

モ デ ル標 準 宅 地 の選 定

その他の標準宅地の選定

用途 地 区 ・状 況類 似 地 区

の 区分 事務 支 援 システ ム

成

地域要因図

標準宅地選定支援 システム

鑑定委託地選定参考図の出力 タイプ別標準宅地分布図

標 準 宅 地 評 定 シ ス テ ム

・作ファイル図地域要因

比 準 表 等 作 成 シ ス テ ム

A 数理統計的分析処理

カ出

用途地区 ・状況類

似地区区分基準

標準宅地 タイ

プ別分類表

土地価格比準表

D
図 面 対 応

シ ス テ ム

突合処理

B
標準宅地マスター作成

力入

票絡連格価礎基定評

表絡連等合割価評

4標 準 宅 地 路 線価 の評 定

(主要な街路の路線価の評定)

モデル標準宅地価格 の決定

(約1000地 点)

その他標準宅地価格の試算

(約1700地 点)

標 準 宅 地 価 格 の 検 証

標 準 宅 地 路 線 価 の 決 定

5そ の他街路の路線価の付設

(約15万 本)

その他街路の路線価の試算

その他街路の路線価の検証

その他街路の路線価の決定

6各 箪 の 価 額 の 算 定

(約90万 筆)

価格形戚要因調査票

比準元(モデル標準宅地)入力表
力入

比準計算処理

力出

比準元順位変更入力表

力出

不突合 リス ト

路線価算定基礎

データの適正化

図形処理

力出

標準宅地区図

標準宅地一覧表

図形処理

力出

路線価現況図

=今 回の開発

=開 発済

=開 発予定

標準宅地評定表試算価格リスト

路 線 価 付 設 シ ス テ ム

その他街路マスターの作成価格形成要因調査表

比準計算処理

力出

C

路線価付設表

集 計 シ ス テ ム

力出

評価上昇割合 リス ト

(注)平 成6年 度評価替えにおいては、<土 地評価の手順>の うち 「4標 準宅地路線

価の評定」については、不動産鑑定士等による鑑定評価価格を活用することとなる。
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要な手続きとなり、地区区分の如何は、その後の路線価付設の適否に極めて多大な

影響を及ぼす こととなる。

システムが、いかに優れた評価理論と最新の コンピュータ技術とを備えたもので

あっても、この基本的な用途地区や状況類似地区の区分が適切に行われていなけれ

ば、その機能は発揮されず、正 しい結果も望めないものとなる。

本市では、平成6年 度の評価替えにあたり、この宅地評価替えシステムを、より

適正にかつ有効な道具 として活用 していくために、現在、この用途地区 ・状況類似

地区の地区区分作業に係る支援システムの開発に取り組んでいる。

ア 地区区分作業の実際とその課題

用途地区 と状況類似地域の区分は、実務上では同時平行的に行ってい く。

基本的に、 この地区区分は都市計画法で定められた用途地域区分をベースに、

丘陵地の方位や、平坦地における河川、鉄道、幹線道路の配置等によって大まか

に区分された地域について、さらに地域における、

・街路の配置の状況や、幅員、舗装等の整備状況の程度

・鉄道駅やバス利用の便(駅 勢圏、接近性)

・地域の標準的な土地の使用状況や平均的画地規模の相違

等を、各種の地図(図 面)や 実地の調査によって把握 し、原則 として、用途地域

境や建ぺい率、容積率等の行政規制の線引きの境を参考として、利用状況が相当

に相違する地区単位に区分 していくことになるが、地上での平面的な調査によっ

て、土地利用の相違を明確に、かつ、一定の地域的なまとまりとして把握するこ

とは、かなりの熟練を要するとともに、綿密な実地調査の繰 り返 しが必要 とされ

る。 この用途地区 ・状況類似地域区分作業を支援するツールとして、航空写真や

他の部局で保有 している土地情報を基に、コンピュータ技術を活用 して作成 した

地域要因図は極めて有効なものといえる。

イ 地域要因図の作成

地域要因図は、システム開発における統計分析の結果、不動産鑑定評価理論、

固定資産評価基準及び実務経験等から、地区区分における基準要因と認められる

4種 類の地図、

・土地利用現況図
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・土地条件図(地 勢図)

・交通機関図(駅 勢圏図)

・都市計画用途地域図(透 視図)

か ら構成 しており、使い勝手を優先 して、全て縮尺1万 分の1と して、静電プロ

ッターでカラー出力 している。

作成方法は、地域を構成する情報別の単位(ユ ニ ット)を 図形情報の基本にし

ている。すなわち、用途的にまとまりのある地域を把握する場合に、一般的には、

地勢 ・地盤 ・河川等の自然的条件や鉄道 ・道路 ・宅地造成の有無等の人文的条件

を共通とする地域 ごとに区分することとなるが、その地域を構成する単位をユニ

ットと呼んでいる。

具体的には、固定資産税評価にあっては、面的な価格均衡(価 格の連続性)が

重視されるため、街路(路 線価)の 連続性を遮断する自然的条件(平 坦地、窪地

等の地形や河川、丘陵等)・及び人文的条件(街 路 ・鉄道配置の状態、高度利用の

状態等)等 により区分される用途的にまとまりのある範囲をいい、図形情報表示

の基本単位 としてデータ化 し、コンピュータ管理 しているものである。

このユニ ットの区分単位は用途地区別に固有の情報である営業業種(商 業地

区)や 画地規模の程度(住 宅地区)等 も考慮 したもので、土地の価格形成要因の

うち固定資産税の状況類似地域区分に大きく影響を与えると思われる項目を選別

したものを単位と、している。

(ア)土地利用現況図

都市計画担当部局で作成 している建物用途現況図、建物階層区分図及び土地

利用現況図と市販の住宅地図を基礎資料に、これ らの資料から把握で きる画地

単位の土地利用情報を、-定 の基準に基づいて、街路(路 線価付設)単 位の利

用状況として編集する。 この編集された街路単位の土地利用情報を同一の利用

単位で集合化 し、これによって区分されるユニットに基づいて、図面出力 した

ものが土地利用現況図の原形である。

この原形図の基になっている土地利用情報は、それぞれ収集された時点が異

なるため、実地調査等により補足 した利用状況の変動を加味 し、メンテナンス

したものを、地区区分の支援用として出力 している。
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(イ)土地条件図

国土地理院発行の土地条件図や航空写真から立体視鏡を用いて観察 した地形

情報を、一定の基準に従 って地域区分 し、これをユニ ットとしてデータ化 し、

これを基に図面出力 したものが土地条件図と呼ばれるものである。

(ウ)交通条件図(駅 勢圏図)

この交通条件図の基本情報 も、都市計画担当部局作成の駅勢圏図を活用 した

ものであるが、作成時点が異なるため、その区分線等も実態にそぐわないもの

となっていた。

そこで、 この基本情報をもとに、ユニット単位で調査用図面を出力 し、一定

の調査基準に基づいて、実地調査等によるデータ修正を行い、これを最新デー

タとして出力 した駅勢圏図が交通条件図と呼んでいるものである。

(エ)都市計画用途地域図

この図面は、前掲の3図 面と一元管理されたものではないが、都市計画担当

部局が保有 しているDM(デ ジタル ・マッピング)デ ータか ら、用途地域、建

ぺい率、容積率とそれぞれの区分境線を抽出出力 したもので、他の地域要因図

等と重ねて目視できるように、透明マイラー用紙に出力 していることが ミソと

なっている。

この地域要因図はコンピュータ技術による地理情報 システムの一部を利用 したもの

であるが、地理情報システムが固定資産評価業務において極めて有効な手段になると

の認識を深めた開発でもあった。

現在、航空写真を基に作成 した地形骨格図(DM)に 、法務局備え付けの公図を割

り込ませた土地家屋現況図のデータ整備を進めているが、これが整 う平成9年 度評価

替えには、地理情報システムの飛躍的な高度利用が可能となる。
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2倉 敷市

はじめに

本市における税全体のシステムは拡張の一途をたどり、平成3年 度か らは税全体の

システムの見直 しを考慮 した 「総合税オンラインシステム」の開発に着手 した。また、

昭和63年 か ら整備 ・開発 している 「地図情報 システム」の基幹システムとして、地

番 ・家屋の検索システムが稼働 している。

固定資産税業務の処理は、昭和45年 の一筆入力作業を経て翌年から委託による土地

更新処理の電算化を開始 したが、昭和47年 の市街化区域農地課税等の税法改正に対応

するため、土地マスターの一斉見直 しを実施 し、昭和48年 から画地計算を含めたシス

テムとして稼働 している。

また、昭和51年4月 に電算の自己導入に伴うプログラムコンバー トを実施 し現在に

至 っているが、このシステムも開発以後、部分修正と機能追加により20年を経過 して

いるシステムであるが、本市で現在稼働 しているシステム(土 地評価を中心に)及 び

今後の対応計画の概要を述べていきたい。

(1)シ ステム開発の基本方針

ア 開発方針

昭和42年 の3市(倉 敷市 ・児島市 ・玉島市)合 併という背景があり、課税処理、

評価方法等もまちまちな状況の中で、最良な方向付けとして、地籍図についての

国土調査未了地区の地番集成図作成や、現地調査済みの間口計測データ(一 部)

等の存在を重視 しなが ら、土地の現況把握により得 られた詳細な各種の情報を

「出来る限り正確に」 「出来る限り詳細に」 「将来の状況変化に対応可能な」情

報として保有 し、更新する効果的な運用を目指 して開発 した。

このため、土地情報が詳細な項目として入力されているため、評価、更新項目

も必然的に増加 し、非常に大きなシステムとなり、現在求められているシステム

の分散化に逆行 した形になっているが、詳細な項目を利用 したシステムの拡張や、

柔軟な対応が可能となっている。

イ 開発 と稼働

開発当時の旧土地マスターに追加 した形で一筆毎のデータを整備 しながら入カ
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してあり、昭和47年 から委託業者と共同で開発作業に入 り、追加データの入力と

プログラム開発、約半年のテス トデータによる運用、耐久テス トを経て、昭和48

年4月 から本稼働 し現在に至 っている。

(2)土 地評価システムの概要

この システムにより基準年度毎の全筆評価替入力を最小限に抑えると共に、各種

テーブルを新設 して異動処理時の評価額計算を課税標準額の計算と共に電算機処理

とすることにより、各筆の評価額及び課税標準額が容易に求められる。

ア 土地の評価額計算

原則 として全地目の評価計算を行い、各筆の細部情報を土地マスターに登録す

る。

イ 評価替え事務

原則として路線価テーブル、造成費テーブル等の各種テーブルの修正により再

入力の必要はない。

ウ 画地計算

路線価方式による画地計算処理を電算化するために必要な間口、奥行き計測

データや、路線番号(正 面、側方、二方)等 を中心に既存画地計算書から追加入

力 しているが、計測データの未整備地区については補正率をそのまま入力(物 件

異動時には計測データを登録)し ている。

エ 比準評価

農地、山林等の比準評価対象土地については、状況類似ブロック番号と補正率

を比準評価調書か ら直接入力している。

オ 入力(整 備)項 目

基本的に評価額、課税標準額の計算の出来るデータをすべて入力 している。

① 土地所在地キー(町 名 ・本番 ・枝番 ・末番 ・分合)

② 納税義務者(住 民基本台帳コー ドとは異なる付番済 コー ド)

③ 地目コー ド(台 帳地目コー ド、現況地目コー ド)

④ 地積(課 税対象面積)⑤ 正面路線番号
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⑥ 間口 ・奥行(実 測距離)

この項 目に辺長を記入すると 「奥行価格逓減率表」 「間口狭小補正率表」

「奥行長大補正率表」 「奥行短小補正率表」を読み、補正率を登録する。

⑦ 補正項目(間 口 ・奥行の補助)

実測距離の入力できない土地について各補正率を入力

⑧ 補正項目

・三角地補正 ・崖地補正 ・無道路地補正 ・不整形地補正 ・その他補正

その他、墓地隣接、地質等、環境、街路、歩道橋、特別高圧線、道路高低、

面積狭小、日照阻害、私道、鉄道沿接、水路、都市計画施設、複合等

⑨ 市街化判定区分

⑩ 法人、個人判定 ⑪ 所有者判定

⑫ 一部非課税判定、減免対象判定

⑬ 特別土地保有税判定

⑭ 異動年月 日 ⑮ 異動事由

⑯ 側二方路線番号 ⑰ 造成費コー ド

⑱ 住宅判定(住 宅、非住宅、併用住宅)

⑲ 棟数(戸 数)⑳ 画地番号(町 丁内の連番)

● 昭和38年 度(農 地)1,000㎡ 当たり単価

● 特殊処理判定(路 線マスター以外の使用)

● 特殊㎡当たり単価

● 特殊到達率

到達率とは、基準年度の評価額に対する第3年 度の課税標準額の割合であり、

第3年 度において評価額課税に到達 していない物件で、異動の発生 した物件

について入力する。(● ●について同 じ)

● ブロック番号(状 況類似地区番号)

● 田の補正項目(日 照 ・乾湿 ・面積 ・耕耘 ・災害 ・畦畔)

● 畑の補正項目(日 照 ・傾斜 ・保水排水 ・面積 ・耕耘 ・災害)

● 山林の補正項 目(標 高差 ・幹線道路 ・支線道路)

● 比準地目 ・比準ブロック・比準割合
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カ システム概略 フロー

異動入 力

異動 デ ー タ

異 動 編 成 ・分 類

異動 路線

路線テ ーブル

路線 デ ータ取込

異動 路線

異動 デ ー タマ ッチ ング

異動 旧土地

メ ンテ ナ ン ス

異動

新 土地
マ ス タ

更新
あ り

所有権変更

チ ェック リス ト
土地

マ ス タ 課税標準計算
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チェ ック リス ト

チ ェ ッ ク リ ス ト出 力

新土地 変 更
あ り

KEY変 マ ー ジ

あ り な し

変 更
あ り

変 更
な し

KEY変 更

路線
旧
土地 マス タ



(3)シ ステム導入効果

開発の効果

評価計算に必要な項目を詳細データとして入力することにより、電算処理でデー

タの編集、加工、チェック、評価計算等の処理がスムースに実施で きる。

また、土地マスターの入力項目を利用 した目的別集計や状況把握に役立ち、現在

開発中の地図情報システムの属性情報として効果的な利用形態が図れ、他の業務開

発にも非常に役立っている。

評価替処理については、各筆の入力は必要なく基本的には路線価マスターの更新

により処理でき、評価替仮算定による上昇率の算定、路線価マスターの上昇率設定、

評価水準の予測設定作業等が容易にできる。この評価替作業は、短期間に密度の濃

い、精度の高い作業が求められるものであるが、評価額計算の繰 り返 し作業により、

より密度の濃い、精度の高い作業が可能となり、評価の均衡化 ・適正化に寄与でき

る。

(4)今 後の課題

総合体系化 した地図情報の確立と相まって、より効率的に土地評価を行 うための

土地評価支援システム及び賦課 と収納情報の即時連携を行う総合税オンラインシス

テムを体系化することがこれか らの課題である。

ア 地図情報システムの概要

昭和63年 度から開発、整備に取り組んでいる 「地図情報システム」の基盤地図

(地番 ・家屋 ・地形等)の 中心的図面として地番図の入力が完了 し、現在異動処

理を会話型により更新する作業を開始 している。

この システムは、各部所で作成されている 『地図』の一元化管理 と、有効活用

を目指 し、地図と各種データベースを関連付けることにより、情報のネットワー

クによる総合行政 システムの構築を目的としてお り、住民情報 との リンケージを

含めた大きなシステムである。

固定資産税業務の支援 システムとして、土地 ・家屋の地図、属性相互検索 シス

テムは稼働 してお り、地図情報を活用 した土地評価 システムの開発が待たれる。
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(ア)図化されている地図情報の概要

・地籍図(約47%は 国土調査済データ)

・家屋図(平 成元年1月 に航測図化)

・地形(下 水道区域は全面図化、その他は都市計画図)

・道路(道 路台帳現況平面図)

・都市計画施設

・街区、調査区、フロンテージ

・下水道施設(管 きょ、マンホール等)

・水路網図

(イ)検索システム(現 在稼働中及び開発中システム)

〔地番 ・家屋検索システム〕

・土地台帳検索(地 図と属性の相互検索)

・土地条件検索(項 目、範囲指定等)

・土地面積チェック(検 索指示、条件設定)

・路線価検索(路 線指示、影響検索)

・標準地検索(標 準地検索、範囲指定、評価 レベル)

・家屋台帳検索(地 図と属性の相互検索)

・家屋条件検索(項 目指定、範囲指定等)

・家屋面積チェック(検 索指示、条件設定)

・主題図出力

・画面出力等

イ 総合税オンラインシステムの概要

各税目毎に開発運用 してきた現在のシステムに代わる新 システムを、収納、宛

名の管理を中心に総合体系の見直 しを行いなが ら 「総合税オンラインシステム」

として平成3年 度から開発 しており、平成7年 度の運用開始(土 地、家屋の次年

度用入力については平成6年 度か ら)を 目指 してい る。

(ア)開発概要

本市における電算化は、・各税目毎に個別委託処理の形で開始され、その後そ

れを引き取って運用 してきたバ ッチシステムに住民情報、収納、税証明のオ ン
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ラインシステムが追加される形で進んできており、そのため各 システムの横の

連携が弱い部分が見 られ、 これ らの改善 と機能拡充を目指 して税の総合体系化

を図る。

新 システムは一元管理 ・相互利用を基本 とした 『総合税データベース』であ

り、現行各システム間のデータベースを統合させ、各業務に共通の情報DBを

構築、各個別システムが共有する。また、各業務の過年度情報をDB化 し、過

年度の課税、更正処理の自動化を図る。更にシステム内部に情報の調整機能を

持たせ、賦課 と収納情報の即時連携を行 うものである。

〔特徴〕

① オンライン処理による即時処理と可視台帳の廃止

② 総合的な情報の共有化

③ 安定 した事務運用

④ 窓口事務の支援強化

⑤ 税情報の保護

(イ)計画と進渉状況

平成元年9月 に現行 システムの見直 しの必要性を提起 し、平成元年10月 から

翌2年8月 まで連絡会を設置 して調査研究、平成2年11月 に電子計算機管理委

員会での審議を経て、平成3年4月 から平成7年 度の稼働を目指 して開発プロ

ジエク トチームにより開発作業に着手 している。

ウ 地図情報 と台帳情報の整合

地図(地 番図)情 報と属性の双方を別々にメンテナンスすると、双方の同期が

取れない。また地図情報 と台帳情報の両方を更新する作業が伴ってくるため、地

図と台帳を同時に更新 し、作業を簡素化するとともに最新情報を表示可能にしな

が ら同時に画地計算による評価支援システムを開発する必要がある。

すなわち、土地の分合筆等の異動が発生 した場合、地番図の更新 と同時に評価

計算を完了するシステムである。

(ア)地図 と台帳の更新

地籍図の更新(分 筆、合筆等)と 台帳情報の更新の同期をとりながら、評価

計算支援を可能にするプログラム開発を予定 している。
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平成3年 度において地番図の更新を会話型で簡易に処理できるプログラムは

既に開発 しており、現在稼働中の更新プログラムと同期をとりながらオンライ

ン処理 し、地図更新と台帳更新を一アクションで処理する方法を採用する方針

で開発概要を作成 している。

(イ)地図を使 った新システムの開発

土地評価に当たっては、地番情報(地 図)を は じめ、路線価、家屋、都市計

画、地形等様々な参照データが必要であるが、地図データの直接利用 と参照利

用の双方を効率的に使用 しながらシステムの開発に当たる予定である。

この土地評価支援プログラムの開発によって初めて 『地図を利用 した土地評

価支援』が可能であり、土地評価替え支援を含めた土地評価支援 システムがほ

ぼ完成されたものとなる。

おわりに

(1)電 算化による事務軽減と現況調査

固定資産税業務の基礎となっている現地調査と適正課税を維持するためには、内

部の事務処理の効率化と迅速処理が必須であり、業務処理の手順と内容を把握 した

うえで、絶えず改良を重ねる努力が必要となる。

住民サービス、情報のネ ットワーク化等の流れの中で、固定資産税業務は中心的

な存在であり、固定資産税業務の基本である現況把握を確実に実行 しながらデータ

の信頼性を高めなければならない。

(2)他 業務とのネットワーク

地番、家屋の基盤地図は、地方団体で使用する地図関連業務の殆どに影響するも

のであり、地形図や住宅地図に匹敵する使用状況である。地図を入力することによ

りはじめて可能 となる業務も少なくなく、ペーパー処理では困難な重ね合わせ処理

や任意な地図のハ ッチング処理等の展開が無限に広がることが予想される。

(3〉適正な課税 と事務処理

税の基本である適正 ・公平な課税 と多量事務の効率処理を目指 しながら、情報の

蓄積と安定運用を心がけたい。
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